
西柴団地自治会地区建築協定  

（目的）  

第1条 この協定は、建築基準法（昭和25年法律第201号）第69条及びこれに基づく横浜市建築協定   

条例（昭和31年6月横浜市条例第17号）第2粂の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域（以   

下「協定区域」という。）内における建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置に関する基準を定め、   

住宅地として良好な環境を維持増進することを目的とする。  

（用語の定義）  

第2粂 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）   

に定めるところによる。  

（名称）  

第3条 この協定は、西柴団地自治会地区建築協定と称する。  

（協定の締結）  

第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有   

する者（以下「土地の所有者等」という。）の全員の合意によって締結する。  

（協定区域）  

第5粂 この協定の目的となる土地の区域は横浜市金沢区西柴一丁目～四丁目、金沢町及び柴町のうち、   

区域図に示す区域とする。また、建築協定区域隣接地についても同図に示す。  

（建築物に関する基準）  

第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置は、次の各号に定める基準によらなけ   

ればならない。  

（1）建築物の用途は、次に掲げるものとする。   

ア ー戸建て専用住宅（二世帯同居住宅を含む。）   

イ 建築基準法施行令第130条の3の規定による兼用住宅   

り 診療所   

工 長屋で、住戸の数が3以下であり、かつ、各住戸の床面積がそれぞれ50rd以上であるもの   

オ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130粂の4に規定する公益上  

必要な建築物   

力 学校（大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。）、図書館その他これらに類するもの  

で、その用途に供する部分の床面積の合計が500Ⅰポ未満のもの   

キ 寄宿舎又は下宿（新築工事の完了日から起算して5年以上が経過した建築物を用途変更により当  

該用途とする場合に限る。）で、次の各号に該当するもの  

（ア）宿泊室又は寝室（以下「宿泊室等」という。）の数が8以下であること。  

（イ） 宿泊室等の床面積が7Ⅰポ以上であること。  

（ウ） 当該用途に供する部分の床面積の合計が200Id未満であること。   

ク 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに壊するもので、その用途に供する部分の床面積  

の合計が500汀f未満のもの   

ケ その他運営委員会が良好な住環境を損なう恐れがないとしセ認めたも甲  
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